
現在
しずおか焼津信用金庫

〔住宅ローン【マンション型】（静岡信用保証扱い）〕

５．融資金額

100万円以上10,000万円以内（1万円単位）
①購入　　　　⇒　売買金額を上限とする。
②リフォーム  ⇒　工事請負契約額又は見積額
③借換　　　　⇒　借換残高＋借換費用
　 但し、融資金額＞評価額（基準時価）の場合は売買事例を参考にして事前協議扱いとします
④保証金額に対し担保評価金額が著しく低い場合（担保不足が大きい場合）は、
   お断りする場合があります

６．金利種類

下記の金利種類の中からご選択いただきます
①変動金利型
②固定・変動金利選択型
③固定金利型

２．資金使途

(1)資金使途
地上階数が3階以上、総戸数30戸以上の専有部分を有する区分所有建物であること。
申込人及びその家族が常時居住し、かつ申込本人が取得することを目的としたもので、次に該当する資金
①新築・中古マンションの購入資金
②マンションのリフォーム資金
③上記①②に該当する資金を借受けた金融機関に対する当該残債務の肩代わり資金
④マンションの取得に際し必要な下記諸費用
　登記申請費用（登録免許税・手数料等）、保証会社保証料、
　契約関係印紙代（金銭消費貸借契約証書等）、火災保険料（住宅ローン実行時に清算する保険料）、
　事務手数料、仲介手数料、引越費用、借換時の繰上完済手数料
　但し、公租公課等の分担費用（固定資産税等）、水道負担金については、決済時に清算する場合に限り、
　諸費用に含みます。但し、仮住まい費等は対象外とします
　※ワンルームマンション又は、借地上のマンションは保証対象外
（２）特別融資額
担保評価に係らず諸経費資金として最大500万円の上乗せ融資が可能です。保証料の支払方法が一括払
いである場合、担保評価額を超過した部分の諸経費資金について、超過保証料を支払うことで上乗せ融資
が可能です。
支払方法が後取りである場合は、超過保証料の支払は不要です
①対象は給与所得者のみ（会社役員・個人事業者・親族が経営する事業所に勤務する者は対象外）
②特別融資の限度額
　A．主申込人の前年年収に係らず、500万円以内（連帯債務の場合は500万円以内）
　B．上記Ａに係わらず、当社が総合的に判断し、減額または利用不可となる場合があります。
　C．特別融資額を含めて返済比率の範囲内とします。
　但し、上記特別融資と合計で10,000万円以内とします。

３．借入資格

次の条件を満たし、保証会社の保証を受けられる方
①当金庫の営業地区内に住所又は勤務先を有する方
②融資申込み時および融資実行時の年齢が満20歳以上65歳以下、
　 かつ最終返済時の年齢が80歳以下の方
③正規社員で勤続年数2年以上、または会社役員・個人事業者は営業年数2年以上で、
　事業の状況から判断し、所得が継続的かつ安定的に確保できる方
④税込年収に占める他の借入金との年間返済額の割合が下記の割合以下である方
　・前年年収150万円以上、400万円未満の方・・・30％以内
　・前年年収400万円以上の方 ・・・・・・・・・35％以内
⑤団体信用生命保険にご加入いただける方
　・一般団信保険料は当金庫負担
　・3大疾病団信、就業不能団信保険料、がん保険、八大疾病団信、債務返済支援保険、
　 三大疾病就業不能団信保険料はお客様負担の為、任意加入です。

４．融資期間

6カ月以上40年以内
①新築マンションの購入　⇒　40年
②中古マンションの購入　⇒　35年－築後年数
③借換資金・リフォーム　⇒　35年－築後年数
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１．商品名 しずおか信用金庫住宅ローン「マイホーム【マンション型】」（静岡信用保証扱い）



１１．返済方法

①毎月元利均等返済（毎月決まった金額（元金＋利息）を、ご指定の預金口座から引き落とさせて
　 いただきます。）
②毎月元金均等返済（毎月決まった元金に利息を加えた金額を、ご指定の預金口座から引落とさせて
　 いただきます。）のお取扱いもできます。（全期間固定金利のみのお取扱いとなります）
③6カ月ごとのボーナスによる増額返済もあります。この場合、ボーナス返済分の元金は融資金の
　 50％以内となります。
④元金返済の据置期間は１年以内です。

１２．担保等 当金庫が融資対象の土地・建物に原則として第一順位の抵当権を設定させていただ
きます。

１３．保証 静岡信用保証株式会社をご利用いただきます。

８．固定金利・変動
　　金利の選択

①当初借入時に固定金利期間を3・5・10年の中から選択いただき、固定金利からスタートするか、
   又は変動金利からスタートします。
②固定金利期間終了時の取扱いは次のようになります。
A．引き続き、固定金利をご希望の場合は、その時点での新利率にて再度固定金利を選択いただけます。
（例）当初固定金利期間5年を選択された場合は、借入当初の利率が適用されるのは5年間に限ります。
      固定金利期間中は他の金利タイプへの変更はできません。5年経過時点で再度その時点での
　　  固定金利を選択することができますが、この利率は借入当初の利率と異なる可能性があります。
B．固定金利選択のお申し出がない場合は、自動的にその時点での変動金利に切替えさせて
　　いただきます。
　　なお、変動金利選択後も再度固定金利を選択することができます。
C．固定金利または変動金利へ切替えのつど、毎回返済額は変更になります。

９．変動金利選択の
　　場合の融資利率
　　および返済額
　　変動の基準と
　　頻度取り扱い

①固定金利終了後、および当初から変動金利を選択した場合の利率は、4月1日および10月1日の
　 年2回見直しをおこない、それぞれ6月、12月の約定返済日の翌日より新利率が適用されますが、
　 毎月およびボーナス分の返済額は変更後5年間変わりません。
　 ただし、元金と利息の割合が変わります。
②返済額の見直しは5年毎行いますが、新しい返済額の増加分は、たとえ利率が上昇しても旧返済額の
　 25％以内です。
③当初の借入期間が満了しても、未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返済となります。

１０．固定金利 ご融資の利率は、融資金完済まで一定となります。

７．変動金利の場合
　　の融資利率
　　および返済額変動
　　の基準と頻度

①ご融資の利率は、当金庫の住宅ローン基準金利を基準金利として、基準金利の変更に伴って
　 その変更幅と同一幅で変動します。
②ご融資後の利率は、4月1日および10月1日の年2回見直しをおこない、それぞれ6月、12月の
　 約定返済日の翌日より新利率が適用されますが、毎月およびボーナス分の返済額は5年間
　 変わりません。
　 ただし、元金と利息の割合が変わります。
③返済額の見直しは5年毎行いますが、新しい返済額の増加分は、たとえ利率が上昇しても
　 旧返済額の25％以内です。
④当初の借入期間が満了しても、未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返済して
　 いただきます。



1．保証料率の適用
保証料は、保証会社の審査結果により算出いたします。
①正社員一般（親族が経営する事業所に勤務する方を除く）
A．通常の取扱い
　　  融資金額÷担保評価額≦120％　・・・　0.2％
　　  融資金額÷担保評価額＞120％　・・・　0.3％
　
　　 売買方式で行う場合　　　融資金額≦売買金額×80％（＝評価額）⇒　0.2％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　融資金額＞売買金額×80％（＝評価額）⇒　0.3％
Ｂ．特例措置の取扱
・特例措置の①
□公務員、または、上場企業及び、そのグループ企業勤務者等
上記特例措置の①に該当し、融資金額が申込本人の前年年収の7倍以内である場合は、融資金額÷担保
評価額の割合に拘わらず、保証料率は0.15％になります。但し、7倍を上回る場合の保証料率は0.20％に
なります。
・特例措置の②下記の条件を全て満たす方
□申込人（主債務者）の前年年収が6,000千円以上
□勤続年数が7年以上
□申込人本人の前年年収の7倍以内（融資額÷前年年収）
□親族が経営する事業所からの給与所得でない
□年齢が55歳以下（申請時点の満年齢）
□本保証に定める保証対象者の留意事項に該当する職種に従事する者でない
上記特例措置の②に該当する場合は、融資金額÷担保評価額の割合に拘わらず、保証料率は0.15％。
・特例措置の③下記の条件を全て満たす方
□申込人（主債務者）の前年年収が5,000千円以上
□勤続年数が5年以上
□申込人本人の前年年収の7倍以内（融資額÷前年年収）
□親族が経営する事業所からの給与所得でない
□年齢が39歳以下（申請時点の満年齢）
□本保証に定める保証対象者の留意事項に該当する職種に従事する者でない
□勤続年数が7年以上
上記特例措置の③に該当する場合は、融資金額÷担保評価額の割合に拘わらず、保証料率は0.20％。
・特例措置の④
□医師、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等
上記特例措置の④に該当し融資金額が申込本にの前年年収の7倍以内である場合は、融資金額÷担保
評価額の割合に拘わらず、保証料率は0.15％。
但し、年収倍率が7倍を上回る場合の保証料率は0.20％。
・特例措置の⑤
□特例措置の①、②及び、④に該当する方で、返済能力や自己資金割合（担保余力）、取引状況、属性等
を総合的に審査した結果」、極めて良好と判断した方については、0.10％の保証料率を適用することが出
来る。
②会社役員・個人事業者および親族が経営する事業所に勤務する者。
Ａ． 融資金額÷担保評価額≦100％　・・・　0.2％
　　  融資金額÷担保評価額＞100％　・・・　別途協議扱い
B．特例措置の取扱
　　会社役員・個人事業者および親族が経営する事業所に勤務する者であっても、医師・弁護士・
　　公認会計士で返済比率が基準以内である場合は、一括・後取り共に0.2％の保証料となる。
２．保証料支払方法
　　①　一括払い
　　　保証料は融資実行時に一括して徴求させていただきます。
　　　（例）借入金額1,000万円、融資期間20年の場合
　　　　　Ⅰ．保証料年0.2％　⇒　148,340円
　　　　　Ⅱ．保証料年0.3％　⇒　222,460円
　　②　後取り
　　　保証料は融資利率にそれぞれ0.10％、0.15％、0.2％または0.3％を上乗せいたします。
詳しくは、各支店営業担当、融資窓口等までお問合せ下さい。

３．事務取扱手数料　　⇒　33,000円（消費税込）
４．繰上完済手数料　　⇒　  5,500円（消費税込）
　【注】繰上完済を行った場合、前払いいただいた保証料のうち未経過保証料分につきましては、
　　　 保証会社所定の利率・計算方法により戻し保証料を返戻します。
　　　 その場合、上記繰上完済手数料を返戻保証料より控除させていただきます。

１４．静岡信用保証㈱
　　　保証料等



・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部
（9時～17時、電話：0120－001-772）にお申し出ください。

・紛争解決措置

固定変動選択型を選択された場合、変動金利から固定金利、または固定金利特約期間終了後再度固定
金利を選択される場合には、下記の手数料をいただきます。

固定金利選択手数料　　　　⇒　　　5,500円（消費税込）

１８．その他参考
　　　事項

①返済額及び金利をお知りになりたい方は、窓口または営業係にお申し出ください。
②諸条件によりお申し出に添えない場合がございますので、あらかじめご承知おきください。

１９．苦情処理措置・
　　　紛争解決措置

１４．静岡信用保証㈱
　　　保証料等

５．繰上返済手数料　　　　 ⇒　 5,500円（消費税込）
６．保証条件変更手数料　 ⇒　 5,500円（消費税込）
＜手数料徴求範囲＞
　①保証条件変更手数料は、「保証期間の延長・短縮」、「約定返済金額の増額・減額」、
　　 「約定返済日の変更」時に徴求させていただきます。
　②一部繰上返済と同時に保証条件変更を行う場合は、5,500円（消費税込）を上限とします。
　③複数本の保証条件変更を同時に行なう場合、1口の保証契約に対し複数の保証条件変更を
　　 同時に行なう場合は、5,500円（消費税込）を上限とします。
　④複数本を同時に繰上完済（一部繰上返済を含む）する場合は、それぞれ所定の事務手数料を
　　 徴求します。

１５．担保設定手数料 不動産担保設定手数料　⇒　22,000円（消費税込）

１６．繰上返済等の
　　　手数料

①ご融資後にお客様の希望により融資額の繰上返済を行う際には、下記手数料をいただきます。
全額繰上返済　　　　　　⇒　　　 33,000円（消費税込）
一部繰上返済　　　　　　⇒　　　 22,000円（消費税込）
　
②ご融資後にお客様の希望により条件変更を行う際には、下記手数料をいただきます。
条件変更　　　　　　　　　⇒　　　11,000円（消費税込）
単純な金利引下　　　　　⇒　　　 5,500円（消費税込）

１７．固定金利
　　　選択手数料

所定の弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですの
で、利用を希望されるお客様は、営業店に配備されている「当金庫における苦情処理
措置・紛争解決処理等の概要」に記載された受付機関にお申し出ください。

＊なお、所定の各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。


